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0〜3 歳の保育における中国と日本の比較研究 
―乳幼児保育の機関から見えてきたもの― 

陳 卓君	
千葉大学大学院人文公共学府特別研究員		

 
 

	 現在 0～3 歳の保育の課題が中国にも日本にも多く存在している。たとえば、中国と日本のそれぞれの
社会における重要な課題の一つに、女性の社会進出などに伴い、家庭での育児が難しい場合に、家庭で

得られるはずの安心感を保育機関で与えていくことがあげられる。中国の 0～3 歳の保育機関に注目する
と、1950 年代から 1990 年代まで、保育機関が活躍していた。しかし現在、保育機関の数が極めて少な
くなっている。さらに、中国の 0～3 歳の保育は、管轄する機関が定まっておらず、関連する政策や規則
も設定されていないという現状がある。一方、日本の 0～3 歳における保育に注目すると、中国とは異な
る保育制度や実態が見えてくる。本研究では中国と日本の保育制度及び実態についての考察を通し、中

国の保育の問題点を整理し、今後中国の 0～3歳における保育の発展方向も明らかにしたい。 
	 キーワード：保育所、認定こども園、保育園、管理機関、早期教育機関 

 
 

1. 中国における 0～3 歳の乳幼児保育 

	 	  
1.1. 0～3 歳の保育の機関 

	 中国の教育制度は中国政府の教育部が制定し、就学前

教育（3～6 歳程度）、初等教育（6～12 歳程度）、中等教
育（12～18 歳程度）、高等教育（18 歳～）から構成され
ている。1つまり、中国では 0～3 歳の保育は国の教育制

度に入っていない。親の育児不安を解消するためや就業

している保護者のニーズ（たとえば、多様な就労時間・

就労形態に対応した保育時間の設定などのニーズ）を満

たすため、1950 年に、集団的保育・乳幼児教育制度を設
けた。2この制度は子どもの年齢によって「保育園（中国

語 :託児所）」と「幼稚園」とに区分している。保育園
は、0～3 歳の子どもを預かることができる機関であり、
衛生部門（日本の厚生労働省にあたる）の管轄下の保育

機関である。ちなみに、幼稚園は中国の教育部（日本の

文部科学省にあたる）に属す。3～6 歳の子どもは幼稚園
が預かる。 

2017 年 11 月、中国の全日制託児機関 MoreCare は、
中国最大の教育オフィシャルサイトであるテンセント教

育と連携し、初の「0－3 歳児童託育サービス業白書（中
国語: 0－3 岁儿童托育服务行业白皮书）」、以下「白書」
という）を公表した。3この「白書」の中で、中国におけ

る保育園の発展状況が詳しく記載されている。白書によ

ると、中国における保育園は 1970年代から 1990年代ま
で、急速に発展してきた。中国の農村部と都市部の保育

園に入園する子は 34,747,000 人以上に達し、入園率は
28.2%に達した。また、1970 年代から 1990 年代まで、
保育園の主催者は各企業や機関、部隊（軍隊の編制上の

組織）などを含み、経費は各自で確保した。その他に、

少数の民営（私立）の保育園もある。41997 年から、中
国では国有企業への改革が実施された。その結果、国有

企業の数は急速に減少し、それにより各企業や機関の保

育園減らされた。1997年以降、保育園に関するや入園率 

の明確なデータがないが、1997 年保育園の主催者である
国有企業は 25.4万ヶ所、2007年は 11.5万ヶ所に減って
しまったという内容が述べられている。これらを見る

と、1990 年代末から保育園の数は大変少なくなったと推
測することができるだろう。 
以上の内容は白書から見てきたものである。その他、

中国で 1979 年に一人っ子政策が導入された。李ら
（2015）は、「特に 0 歳からの家庭保育では、一人っ子
政策採用後、父母のほかに両方の祖父母が熱心に参加す

ることが多くなり、その支援が得られない場合には、家

政婦も兼ねる住み込みのベビーシッターの雇用も多く行

われている。」5と述べている。つまり、中国における一

人っ子政策の実施、ベビーシッターの普及、祖母祖父か

ら介護協力を得られるなどの理由で、家庭保育が増加し

た。 
1990 年代から現在では、「家庭保育への公的支援」と

いうサポートが出現した。たとえば 2003 年には、中国
政府による職業資格（労働部と社会保障部が認定）とし

て「育嬰師」が登場し、0～3 歳の子どもの生活上の世
話、保健上の看護、教育（運動能力・知的能力・社会性

の発達を促す）が任務で、家庭訪問が主体となってい

る。6 
また、中国では公的支援が進められると同時に、0～3

歳の教育が重視され、幼稚園に改組され合併吸収される

「托幼一体化」という傾向がある。7中国の幼稚園は 3～
6 歳までの子どもを預かるのが通常である。2001 年 9 月
に発表された「幼児園指導教育綱要」では「幼稚園教育

は必ず 0～3歳児の保育教育及び初等教育に接続する。」8

と述べられており、おそらく未来の幼稚園は 0～6 歳の
子どものための保育および教育の総合的な機関になる見

込みである。 
	 白書によると、現在、保育園が極めて少なくなってい

る。そして、早期教育機関が出現し、ますます多くなっ

ている。中国における早期教育機関とは、0～6 歳の子ど
もを対象とし、預かるのみではなく、教育面（体力、知

力を鍛える）も含めるサービスである。この機関は、さ

まざまな点で保育園と異なっている。たとえば、保育園

が良好な教育環境を重視する一方、各早期教育機関は自
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身の特徴を出すために、カリキュラムや海外などの先進

的教育理念を導入することを重視する。また、白書によ

ると、圧倒的多数の早期教育機関は全日制の保育サービ

スを提供することができない。さらに、保育園は公立

で、早期教育機関はほとんど私立であり、民間の会社が

運営している。李（2015）によれば、現時点の中国の早
期教育の機関は五つのタイプがある。それぞれの内容を

以下の表 1に示す。 
 

表 1 中国における早期教育機関9 
種類の名前 内容と特徴 

幼稚園の託児班 

この施設は各幼児園が保護者の

育児を協力するため、幼児園内

で設立した乳児班であり、教育

理論において一定的な教育保障

を持つ。 

乳幼児教養サー

ビスセンター 

この施設は各地方政府の婦幼保

健院10が設立し、保育を中心とし

て行うが、教育面11は少ない。 

各種類のトレー

ニング学校の拡

大サービス 

この施設主に民間企業で運営

し、専門的な施設ではないが、

一定の条件も備えている。 

0～3 歳早期教養
指導センター 

政府から成立した施設である。

現在、上海のような大都市のみ

で展開している。 

親子園（センタ

ー） 

この施設は「コンサル会社」等

の営業許可書で展開し、中国の

工商行政部門のみで登録すれば

利用できる。 
 
表 1 を見ると、まず、これらの早期教育機関は教育理

念、教育モデル、経営管理モデルなど、さまざまである

ことが分かる。そして、その五つの種類の施設に対する

詳細な説明は資料や政策の中でなかなか見つからない。

また、これらの施設は守るべき法律が欠かせるので、発

展中で多くの課題（早期教育機関は乳幼児の園内生活を

保障できないなど）も出てきた。 
現時点、中国の大部分の早期教育機関は「親子園」で

ある。親子園を「幼児教育センター」（中国語 :早教中
心）と呼ぶ場合もある。 

 
1.2. 保育の機関に関する現状と課題 

（1）保育園の現状と課題 
白書によると、現時点で、中国の保育園への入園率は

わずか 4.1%である。また、都市部における子どもの入園
率は 10%に満たない。入園率が低い原因の一つは、中国
の保育園の数が非常に乏しいことである。中国教育部の

調査12によると、2000 年の保育園の数と比べ、2005 年
の保育園は 56,668 ヶ所減少し、30%に急減した。そし
て、上海政協13のホームページによると、中国の代表的

な大都市である上海では、2015 年上海の独立14の「保育

園」はわずか 35 ヶ所、2011 年より 21 ヶ所が減少し
た。また、2015 年保育園の人数は 5,222 人、2010 年よ
り 3,000人以上が減らされた。15 
現在、ベビーシッターの普及や、祖父母からの協力が

0～3 歳児の主な保育手段であるが、二人っ子政策16の実

施に伴い、保育園への要求は増加している。白書による

と、2016 年の前半、中国国家衛生・計画生育委員会は北
京、上海、広州、瀋陽など 10 都市で調査を実施した。
その結果、現時点で乳幼児の保護者は保育園への要望が

強く、待機児童も増加していることが分かった。つま

り、現時点では乳幼児における養育支援と需要は一致し

ていない。調査によると、母親は二人目が欲しいと思え

ない理由について、60.7%の母親は面倒を見る人がいな
いためと回答した。さらに、大部分の母親は祖父母から

の協力よりも、保育園に頼みたいと答えている。たとえ

ば、2016 年 9 月から 11 月まで、上海市労働組合は上海
社会科学院と連携し、上海市の企業や職員へアンケート

やインタビューを行った。その結果の中で、74.2%の職
員は保育園に頼みたいという回答を行った。その理由に

は、同じ年齢の乳幼児との接触機会を増やしたいから

（73.6%）、子どものよい習慣を育てたいから（58.4%）、
面倒を見る人がいないから（52.9%）、祖父母による世話
が子どもの成長に不利であるから（43.8%）などがあ
る。17 
白書によると、現在、保育園は少ないだけでなく、保

育園は国の政策から見ると、明確な管理機関がなく、積

極的な誘導や規範的な管理、有効な監督なども足りな

い。18現在の保育園について、何
か

・郝
かく

（2009）は「2002
年、李嵐清副総理は中南海で開催された幼児教育と青少

年の栄養問題の座談会で「0～3 歳の幼児の教育は教育部
で責任を取る」と指示した。ただし、現時点まで、『0～
3 歳は教育部を管轄する』という明確な政策については
中央政府はまだ規定していない。つまり、中央政府から

公布された法令の中で、3 歳までの保育園の管理機関は
明確に記載されていないので、一旦問題が発生すると、

各機関の責任の擦り合いが起きる。そうすると、3 歳以
前の保育について各機関は管理することができるが、管

理したくない状況もあった。」19と述べている。さらに、

姜・蔡（2011）によると、1998 年から 2004 年までに中
国政府は 0～6 歳の教育への投入資金は全国教育の
1.28%～1.44%を占めていた。その投入資金はすべて 3～
6 歳の幼稚園に費やされている 0～3 歳までの保育園に対
して、国家と政府はほとんど投入資金を出さない状況に

なっていた。20 
以上の状況から見ると、保育園の発展に対して、国の

政策によるサポートはかなり不足である。このため、保

育園の課題は全体的な発展計画がなく、関連する法律と

政策も完備されていない。 
（2）早期教育機関の現状と課題 
	 厳密に言うと、早期教育機関は保育機関ではなく、乳

幼児向け塾のような機関である。その理由は、多くの早

期教育機関は、週 1 回～2 回しか登園を要しないからで
ある。しかし、現時点で保育事業を行っている早期教育

機関（中国の MoreCare21、紅黄藍22など）が存在してい

るため、保育機関として考察していく。 
早期教育機関は中国ですでに 10 年以上発展してき

た。現時点で中国ではおよそ 11,400ヶ所の早期教育機関
がある、その中で、北京市は 595 ヶ所、上海市は 654 ヶ
所、広州市は 238 ヶ所、深圳市は 233 ヶ所であり、大都
市は 15%以上の割合を占めている。ただし、北京、上海
などの大都市の人口は中国の人口の 5%のみを占めてい
る。つまり、中国大都市の一人あたりの早期教育機関の

数は全国の 3倍を超えている。23 
また、早期教育機関はほとんど私立であり、民間の会

社が運営している。現在中国での主な早期教育機関の会
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社（店舗数順）を以下の表 2に示す。 
 

	 表 2 中国における主な早期教育の会社24 
会社名 対象 

年齢 
設立時間 店舗数 国家 

紅黄藍

親子園 
0～6歳 1998年 1200ヶ所 中国 

新愛嬰 0～6歳 2003年 639ヶ所 中国 

東方愛

嬰 
0～3歳 1998年 448ヶ所 中国 

聰明樹 0～6歳 2004年 400ヶ所余 中国 

金宝貝 0～5歳 2003 年

中国に導

入 

295ヶ所 アメ

リカ 
 

 
以上の表 2 を見ると、中国の主な早期教育機関の運営

会社はほぼ中国本土の会社である。そして、0～3 歳の乳
幼児のみを対象とする早期教育機関は、早期教育の会社

である東方愛嬰のみである。つまり、早期教育機関の数

は多いが、0～3 歳専門の対応をする機関はかなり不足し
ている。そして、前述した通り、各早期教育機関が自身

の特徴を出すために、カリキュラムや海外など先進的教

育理念を導入することを重視している。なお、子どもに

対して、多くの早期教育機関は週 1 回～2 回の登園をす
る必要性を述べ、毎回の時間は 45 分～90 分程度であ
る。また、それらの早期教育機関の授業料も安くはな

い。たとえば中国の企業である紅黄藍親子園は 1 年間
（週 2 回）の授業料は 15 万円程度（中国元:9000 元）、
海外の企業であるである金宝貝は 1 年間（週 2 回）の授
業料は 38 万円くらい（中国元:21980 元）であった。25
それに対して、中国国家統計局によると、2016 年中国の
都市部の住民の支配可能所得は平均で 58 万円くらい
（中国元:33616 元）26に達したが、中国の大部分の家庭

の状況から考えると高額な授業料ではないだろうか。 
	 また、0～3 歳までの教育機関は全体的に国からのサポ
ートはほぼないので、保育園と同じように、明確な管理

機関がなく、誘導や規範的な管理、有効な監督なども足

りない。 
（3）まとめ 
	 中国 0～3 歳における保育の機関の現状から見ると、
制度上の欠陥があるので、保育園と早期教育機関には発

展している途中でさまざまな問題が発生していた。たと

えば、一つの厳しい課題は中国の現状は安心して乳幼児

を預けられる全日制の保育園と早期教育機関が少ないと

いうことである。しかも、中国の 0～3 歳の乳幼児保育
の指導者の資質も低いと考えられる。政策なども完備さ

れていないので、指導者の資質のトレーニング及び認証

制度も設けられていない。今後、質の高い指導者は不可

欠であり、中国における 0～3 歳の指導者養成課程の作
成や改善なども課題の一つであると考えられる。 
 

2. 日本における 0～3 歳の乳幼児保育 

 
2.1. 0～3 歳における保育の機関 

 日本の保育の機関は、文部科学省の管轄下にある幼稚

園、内閣府の管轄下にある認定こども園、厚生労働省の

管轄下にある保育所と地域型保育に分かれている。その

中で、認定こども園、保育所、地域型保育事業は 0～3
歳の乳幼児を含んでいる。 
①認定こども園 
認定こども園とは、2006 年 10 月 1 日から開始され、

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能と地域

における子育て支援を行う機能を備え、都道府県等から

認定を受ける施設のことをいう。この施設は 0 歳から 6
歳となった 3 月末まで利用することができ、幼稚園と保
育所の特長をあわせ持つ。認定こども園には、幼保連携

型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の四つのタイプに

分けられる。それぞれの内容は以下の表 3に示す。 
 

表 3 認定こども園の四つのタイプ27 
名前 内容 

幼保連携

型 
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の

機能をあわせ持つ単一の施設として、

認定こども園としての機能を果たすタ

イプ。	 	 	 	  
幼稚園型 認可幼稚園が、保育が必要な子どもの

ための保育時間を確保するなど、保育

所的な機能を備えて認定こども園とし

ての機能を果たすタイプ。 
保育所型 認可保育所が、保育が必要な子ども以

外の子どもも受け入れるなど、幼稚園

的な機能を備えることで認定こども園

としての機能を果たすタイプ。 
地方裁量

型 
幼稚園・保育所いずれの認可もない地

域の教育・保育施設が、認定こども園

として必要な機能を果たすタイプ。 
 
	 以上の表 3 から見ると、日本の認定こども園の形態は
多様である。また、認定こども園の特色から見ると、認

定こども園は、保育園と同じように長い時間の預かりに

も対応していると同時に、幼稚園と同じように教育も行

うという特徴がある。さらに、幼保連携型の認定こども

園について、浅見（2011）は、「幼保連携型の認定こど
も園は保育所部分と幼稚園部分が連携しながら保育を進

めていくところに特徴があるが、補助金も厚労省と文科

省と両方から出されるところにも特徴がある。」28と述べ

ている。 
しかし、認定こども園の内実は分かりにくい。たとえ

ば「幼稚園型」の中がさらに「単独型」「接続型」「並列

型」に分かれ、それによって国からの財政措置が文部科

学省であったり、厚生労働省であったり、前述の幼保連

携型の認定こども園のような両方であったり、財政措置

がなされなかったりとさまざまである。 
②保育所 
保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設であ

り、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わ

って保育する施設である。保育所には、認可保育所と認

可外保育施設が分けられる。認可保育所は、国が定めた

設置基準（施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、

防災管理、衛生管理等）をクリアして都道府県知事に認
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可された施設である。認可外の保育施設は認可を受けず

に運営している保育所であり、ベビーホテル、事業所内

保育施設などに分けられる保育施設である。 
しかし、地域によって、独自の保育の制度が存在する

場合もある。たとえば東京都は「認証保育所」制度を創

設した。この制度は、大都市の特性に着目した都独自の

基準による保育所制度であり、利用者と施設との直接契

約方式を取り入れ、企業の経営感覚の発揮により、多様

化する保育ニーズに応えることのできる新しいスタイル

の保育である。 
③地域型保育事業 
地域型保育事業とは保育所より少人数の単位で、0～2

歳児を対象として行う保育事業である。地域型保育に

も、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問

型保育に分けられる。それぞれの内容は以下の表 4 に示
す。 

 
表 4 地域型保育の四つの事業29 

各事業の名称 内容 

家庭的保育事業 
家庭的な雰囲気のもとで、少人数

（定員 5 人以下）を対象にきめ細
かな保育を実施。 

小規模保育事業 
少人数（定員 6～19 人）を対象
に、家庭的保育に近い雰囲気のも

と、きめ細かな保育を実施。 

事業所内保育事

業 

会社の事業所の保育施設などで、

従業員の子どもと地域の子どもを

一緒に保育を実施。 

居宅訪問型保育

事業 

住み慣れた居宅において、一対一

を基本とするきめ細かな保育を実

施。 
 
以上の表 4 から見ると、日本の地域型保育の事業は細

かく分かれて、地域における多様な保育ニーズにきめ細

かく対応できる。特に 0～3 歳の乳幼児の成長を援助す
ることができる。 
 
2.2. 保育の機関に関する現状と課題 

	 前述した通り、日本における認定こども園、保育所、

地域型保育には 0～3 歳の乳幼児が含まれる。これらの
施設の具体的な現状について、以下の内容を説明する。 
	 内閣府によると、2017 年日本全国の認定こども園の数
は 5,081 ヶ所であり、その中で公立は 852 ヶ所、私立は
4,229 ヶ所である。年齢から見ると、0～3 歳の子どもの
数は合わせて 330,370人で、0～5歳の子ども全員のおよ
そ 47.9%の割合を占めた。30また、施設数は年々に増加

している。その中で、私立認定こども園が多く、約

83.2%を占めている。認定こども園は幼稚園と保育所の
両方の機能を持つだけでなく、子育て支援の役割を担っ

ている。たとえば、ベネッセ教育総合研究所（2012）31

（以下「ベネッセ」という）の調査から子育て支援活動

の実施状況について、幼稚園、保育所、認定こども園の

区分別に見ると、全体的に認定こども園での実施率が高

くなっている。しかし、認定こども園は運営上や実践上

においてさまざまな課題を抱えている。たとえば実践・

運営上の課題には、ベネッセの調査によると、「補助金

が十分でない」「事務的な負担が大きい」「会議や研修

時間の確保が困難である」「保育の反省や翌日の準備を

行う時間の確保が困難である」「保育者の負担が過重で

ある」などがある。32 
	 保育所について、厚生労働省によると、2016 年現在、
日本の保育所は 23,477 ヶ所であり、0～3 歳の乳幼児で
保育所に入所している割合は 32.4%に達した。33また、0
～3 歳の乳幼児の保育所の利用率も年々に増加してお
り、産休明け保育や低月齢の乳児に対する保育が必要と

されている。 
	 地域型保育事業は 2015 年 4 月 1 日に開始されたもの
で、子ども・子育て支援の新しい制度である。厚生労働

省によると、2016年度日本の地域型保育事業は 3,719件
となり、2015 年度と比べて 979 件の増加となった。そ
の内訳としては、家庭的保育事業 958 件（前年 27 件
増）、小規模保育事業 2,429 件（同 774 件増）、居宅訪
問型保育事業 9 件（同 5 件増）、事業所内保育事業 323
件（同 173 件増）となった。34現在地域型保育事業は乳

児・低年齢児（3 歳未満）の保育ニーズにきめ細かく対
応し、かつ、質が確保された保育を提供できる。課題に

ついて、白幡ら（2017）の調査によると、地域型保育事
業に関する運営の安定化、地域保育事業所設備の整備、

連携、保育所のサポートや保育者間の連携の充実、現職

研修の実施等課題も多い。35 
	 以上の状況から見ると、認定保育園でも、保育所で

も、一つの共有の課題があることが分かる。それは待機

児童問題である。内閣府は「平成 28（2016）年 4 月 1
日時点の待機児童数は、23,553 人と前年度と比較して増
加する中、保育の受け皿拡大は喫緊の課題となってい

る。」 36と述べている。さらに、内閣府37によれば、

2016 年待機児童の年齢別構成から見ると、待機児童のう
ち 3 歳未満の児童は 72.8%に達した。野村総合研究所の
調査によると、地域別・年齢別人口推計や女性の就労率

などをもとに、2017年 4月から潜在的待機児童は全国で
約 34.6万人となった。38 
つまり、日本には待機児童の問題があり、その中でも

特に 0～3 歳の乳幼児が深刻であると考えられる。この
ため、保育所に入れない待機児童の解消に向け、厚生労

働省は 2013 年から「待機児童解消加速化プラン」を実
施していた。このプランは、自治体が行っている保育所

の整備・保育士確保などの取り組みを支援するというも

のである。その結果、2013 年から 2017 年末までに、お
よそ 52.3万人分の保育の受け皿を増やした。39 
その他、保育士について、中平ら（2013）は「保育士

養成校の学生の資質の低下の現状や、保育士養成校の在

り方の問題点、保育の現場における保育士の現状等か

ら、保育士の資質は低下傾向にあると言える。」40と述

べている。また、ベネッセの調査によると、「園の保育

実践上、運営上におけるもっとも重要な課題」という調

査に対して、私立幼稚園を除いては、すべての園（国公

立幼稚園、私立幼稚園、公営保育所、私営保育所、認定

こども園）で「保育者の資質の維持、向上」が１位にあ

がっている。41つまり、社会の変化がもたらす子育ての

困難さやその支援、保育・教育の難しさから保育者によ

り高い専門性が求められているのが現状である。 
 

3. 両国の比較 

 
中国と日本は同じアジアの近隣国である。政治体制や

経済の発展などさまざまな違いがあるので、0～3 歳の乳
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幼児保育の状況も違う。しかし、発展途上国としての中

国は、これから先進国の経験を学ぶ必要があると考えら

れる。特に日本は中国との文化（儒家思想、漢字文化な

ど）の共通点が多いので、これから日本と中国の比較を

中心とし検討していく。 
	

3.1. 0～3 歳乳幼児保育管理機関の比較 

 90 年代以前では、中国において 0～3 歳の保育制度
は、中国の衛生部門（日本の厚生労働省にあたる）によ

って制定されていた。つまり、衛生部門は 0～3 歳の乳
幼児保育を監督し、法律や政策を制定し、「保育園」と

いう保育機関が提供された。しかし中国は国有企業への

改革が実施され、結果として、保育園が減らされてい

た。現在、保育園は極めて少ない。0～3 歳の乳幼児保育
に関する明確な管理機関がなく、積極的な指導や規範的

な管理、有効な監督や法律なども足りない。 
日本では、0～3 歳乳幼児が預けられる認定こども園、

保育所、地域保育事業の管理機関が明確である（認定こ

ども園は内閣府によって設立され、保育所と地域保育事

業は厚生労働省の管轄下にある）。それに関する政策や

制度も詳しく明記されている。 
	 以上のことから見ると、中国では政府が乳幼児保育管

理機関を明らかにする必要がある。管理機関は 0～3 歳
の乳幼児保育のベースであり、明確にしなければ、0～3
歳の乳幼児保育の発展は難しくなり、乳幼児保育の基礎

は安定しない。なぜかというと、乳幼児保育の機関の中

で、一旦問題が発生した場合、各機関は責任を擦りつけ

あい、保護者や子どもたちの安全や権利を保障できない

からである。 
 
3.2. 0～3 歳乳幼児保育施設の比較 

（1）施設の種類と保育サービス 
	 日本では 0～3 歳に専門的に対応する施設がないが、
認定こども園、保育所、地域型保育は 0～3 歳の乳幼児
を含め対応している。また日本では、延長保育、休日・

夜間保育、病児・病後児保育、一時預かりなど、多様な

保育サービスが提供されている。そのほか、特定保育42

といって、母親の短時間勤務などに対応するため、保育

所などにおいて週 2、3 日程度、午前または午後のみ必
要に応じて利用できるサービスもあり、病児・病後児保

育という診療所や保育所などに設けられた専用スペース

で、看護師などを配置して一時的に保育するサービスも

ある。 
	 中国では、以前、0～3 歳を専門的に対応する「保育
園」があったが、現在はほとんどない。また、幼稚園の

託児班、幼児教養サービスセンター、各種類のトレーニ

ング学校の拡大サービス 0～3 歳早期教養指導センター
などの種類があるが、数は極めて少ない。ほとんど、企

業によって作られた「早期教育機関」に代わってきた。

また、日本の多様な保育サービスと比べ、中国の保育施

設のサービスについて、張（2014）は「日本の保育所は
働く母親の育児と仕事の両立を支援するため、延長保

育、休日保育などの保育サービスを提供していることが

多い。しかし、中国では大部分の保育施設に延長保育の

システムがなく、遅い時間帯まで仕事をしている母親は

保育所への子どもの迎えができないため、祖父母による

迎えの支援と送迎用の保母を雇用することが一般的であ

る。」43と述べている。さらに、中国では休日保育、病

児保育などの保育サービスのシステムは全くない。 
（2）0～3歳乳幼児保育の目標と内容の比較 

	 中国と日本の 0～3 歳乳幼児保育の目標と内容を比較
するため、日本の東京都のある保育園44と中国の山東省

にある全日早期教育機関45の１歳児の保育目標と内容を

整理し、比較した。結果は以下の表 5で示す。	
	  

表 5 中国と日本の１歳児の保育目標と内容 
国 保育目標 保育内容 
中

国 
・自主睡眠時間を固定す

る。 
・自分で食事することが

でき、食卓で集中でき

る。 
・集中力を高め、楽器と

絵などの探索活動を行

う。 
・先生や他の子どもと積

極的に交流することがで

きる。 
・簡単な発音することが

でき、ボディーランゲー

ジを豊かにする。 
・独立で歩き、手すりを

使い階段を上がる。（降

りる） 

・朝 :順次登園・体
検査、体操、生活

面の世話（トイレ

ト レ ー ニ ン グ な

ど） 
・午前中 :屋外活
動、音楽のゲーム 
・昼 :生活面の世
話、食事、昼寝 
・午後 :生活面の世
話、団体活動、お

やつの時間、絵を

描く 
・夜 :食事、絵本の
読み聞かせ 

日

本 
・家庭と連携を取りなが

ら子どもとの信頼関係を

築き、安心して過ごせる

ようになる。 
・保育者に援助されて、

食事・排泄・睡眠・着脱

など、できるところをや

ってみようとする。 
・聞く・見る・触れるな

どの探索活動を通して用

具・玩具・素材などに興

味を持ち、視野を広げ

る。 
・保育者と関わりなが

ら、自分の思いを遊びの

なかで動作や片言で表現

し、友達への関わりへと

広げる。 

・朝 :順次登園、遊
び、トイレトレー

ニング、朝の会、

おやつ（牛乳）、

散歩準備 
・午前中 :散歩、
（夏は水遊び）製

作活動 
・昼:食事、昼寝 
・午後 :順次目覚
め 、 検 温 、 着 替

え、トイレ、おや

つ、遊び、体操、

絵 本 の 読 み 聞 か

せ、順次降園 
・夜: 延長保育 

 
	 以上の表 5 の保育の目標から見ると、まず、中国と日
本では、探索活動や、自分で身支度ができる練習などの

共通点がある。しかし、相違点の一つに中国の早期教育

機関は遊びの雰囲気より、勉強・練習という保育園の雰

囲気が強いことが挙げられる。つまり、日本ではいろい

ろな活動や遊びの中で体験を身につけていくが、中国で

は活動や練習というしっかりとルールを決めて内容が指

導されている。そして、保育目標の中に、もう一つの相

違点がある。日本の保育所は「家庭と連携を取りながら

子どもとの信頼関係を築き～」、「保育者と関わり～」

という内容がある。しかし、中国では人との関わりとい

う内容は見つからない。日本の保育園や幼稚園で行われ

る行事には日本と同様に保護者も乳幼児も参加している

が、保育園や幼稚園の周りに住んでいる人々と共に行事

を行うという活動は中国ではほとんど見られない。つま

り、中国と比べて、日本のほうが人と人の繋がりをより
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重視することを考えられる。 
	 保育の活動から見ると、ほとんど同じ活動を行ってい

ると考えられる。この東京都のある保育所は日本の一般

的な保育所で、日本全国の一般的な保育所の活動や状況

を見ることができる。この中国の全日早期教育機関は中

国の代表的な大都市にあり、民間の会社が運営してい

る。さらに、この早期教育機関は中国の先進的レベル

で、施設が完備であり、保育者の質も高い。しかし、中

国は国土が広くて、経済の発展も地域によって格差が生

じている。中国全国では早期教育機関の数は多いが、こ

のようなレベル高い全日早期教育機関（朝 8 時から夜 8
時まで）の数はまだ極めて少ない。 
（3）その他 
	 まず、日本では子どもたちは保育園や幼稚園に入る

と、必ず靴を脱ぐ。しかし中国では、子どもたちが靴を

脱がずにそのまま入室するのは一般的である。（図 1、
図 2）46 
 

 
図 1 日本にある保育園の遊び場 

 
図 2 中国のある保育園の室内遊び場 

 
次に、中国でも日本でも、保育機関では保育時間が長

いため、より家庭に近い雰囲気で過ごすように昼食事後

は昼寝を行う。中国の昼寝では、それぞれ指定された乳

幼児自分専用のベッドが用意されている。たとえば中国

の重慶市にある幼稚園では、上、下を分けて二層ベッド

である。上のベッドは 3、4 歳以上の幼児が利用し、下
のベッドは 3 歳以下の乳幼児が利用する。（図 3、図
4）。それは、畳の上で並んで寝る日本の保育機関と違う
（図 5）。 
 

 
図 3 中国のある保育園のベッド（1） 

 
図 4 中国のある保育園のベッド（2） 
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図 5 日本のある保育園の昼寝の風景 

 
	 また、中国でも日本でも屋外活動（散歩、砂場など）

を行っている。しかし、中国の屋外活動は、園内で実施

されている。中国の保育施設には庭やスポーツ場が付い

ているので、子どもたちはほとんど園外に行かない（図

6）。日本では散歩など園外保育を実施する保育機関が多
い。たとえば、散歩したり、公園で遊んだり、老人ホー

ムでお年寄りと触れ合ったり、他にもいろいろな場所で

保育を実施している。それに加えて、日本の各保育機関

は安全管理も実施している。特に、園庭のない保育園

は、近隣に必ず園庭の代わりとなる公園があり、ほぼ毎

日お散歩へ行くが、公園の数が足りていない現状もあっ

た。（図 7） 
そして、日本の保育機関では日本の伝統的な行事が重

視されている。多くの保育施設では春はひなまつり、夏

は七夕などの行事を行っている。一方、中国の一部の保

育機関は、伝統的な行事に関する活動を行っているが、

全体的に見ると、中国の保育機関は伝統的な行事を大切

にする傾向があまり強くないと考えられる。 
 

 
図 6 中国の保育園の屋外活動（園内遊び場） 

 

 
図 7 日本のある保育園の園外保育の風景（神社） 

 
4. まとめ 

 
	 現在、中国と日本の 0～3歳乳幼児保育にはぞれぞれ
の課題があると考えられる。たとえば、現在中国の 0～3
歳乳幼児保育の最も深刻な問題は、国の政策へのサポー

トの不足であり、それに関連する法律と政策が完備され

ていない点である。質の高い 0～3歳の乳幼児保育を保
障するには、政府はもっと資金を注ぐ必要があり、政策

と法律を完備することも必要である。さらに、政府は都

市部だけではなく、農村部も管理することができ、より

完備された 0～3歳乳幼児政策を提出しなければならな
いと考えられる。しかし、中国では地域の格差があり、

経済的発展には差があるので、各地域に適応できる政策

を作る、つまり 0～3歳乳幼児保育の統一的な政策を作
成することは困難である。そのとき、中国の状況と昔の

経験（たとえば 50年代から発展してきた「保育園」は
保護者の就労形態に合わせて、全日制、寄宿制などの制

度を設けた）を発揮させ、それを加えて他国の先進的な

経験に学ぶ必要があると考えられる。 
中国と日本の 0～3歳の保育の状況から見ると、体制

の違い、国の発展の状況などさまざまな要因を差し引い

ても、日本と中国には多くの文化的な共通性がある。し

かも中国にとって、日本は地域的に最も近い先進国であ

る。このため、中国の 0～3歳の乳幼児保育の発展の問
題でも、日本の経験とやり方を学ぶ必要ではないかと考

えられる。 
たとえば日本の認定こども園に関しては、子育て新制

度に対する窓口として、内閣府の内部に「子ども・子育

て本部」という組織が作られている。内閣府の職員はも

ちろん、厚生労働省、文部科学省からも職員が派遣され

て対応にあたっている。つまり、厚生労働省、文部科学

省、両省からの視点によって、認定こども園はバランス

の取れた子育て制度となるように配慮されているもので

ある。認定こども園は、内閣府だけではなく、厚生労働

省と文部科学省が併せて対応でき、幼稚園と保育所の特

長をあわせ持つ。乳幼児は同じ保育・教育を受ける権利

が保障される。これから中国も日本の「幼保一体化」と

同じように、「托幼一体化」が進んでいくので、中国は

0～6歳を対象として乳幼児のための保育・教育のため総
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合的な教育機関が成立する見込みである。このため、総

合的な教育機関は中国の教育部と衛生部門が共同で管轄

したほうがよいと考えられる。つまり、教育部門の教育

経験と衛生部門の昔の保育園の経験に基づく「学前教

育」の専門の部門を創設する必要がある。 
そして、日本の 0～3歳乳幼児保育の課題は、今後中

国の乳幼児保育の課題になる可能性が高い。たとえば、

日本では、待機児童数は年々増加している。2016年待機
児童の年齢別構成から見ると、0～3歳の待機児童は
72.8%に達した。中国は現在、共働きが一般的な状況
で、祖父母が子育てを手伝うのが一般的であるので、待

機児童問題はあまりなさそうである。しかし、そうでは

なく、待機児童という問題をまだ意識していないと考え

られる。なぜかというと、本文の第一節で述べたよう

に、保育機関に頼みたい保護者が多く存在している。つ

まり、潜在的待機児童を増えてくる。これからの中国人

の意識は「子育ては親の責任」や「祖父母も自分のやり

たいことがある」に変わる傾向があり、さらに 2人っ子
政策の実施に伴い、待機児童を増加し、保育園のような

保育機関への要求は増加している。 
また、中国の 0～3歳の乳幼児教育の制度を作成する

ため、乳幼児教育に関する理論的、実践的な研究を充実

させなければならない。たとえば中国の保育園のような

公的機関における 0～3歳の乳幼児保育は 1950年から
40年ほどの実践経験が蓄積されてきたが、日本や他国の
保育歴史や制度の設立の基準などを研究する必要があ

る。その上、中国の国情にとって最も相応しい乳幼児教

育制度を設ける必要もある。 
さらに、今後の展望として、中国と日本の 0～3歳の

乳幼児教育に関する課題（保育者の質を高めなど）を共

有し、相互に学びあう機会が生まれていくことを期待し

たい。 
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